
 

社会福祉法人慶松会 役員等の報酬に関する規定 

 

（目的） 

第１条 この規定は、社会福法人慶松会の役員及び評議員等の報酬等について定めるもの

である。 

 

（定義） 

第２条 本規定でいう役員とは、定款第１６条による理事及び監事をいう。 

  ２ 本規定でいう評議員とは、定款第６条による者をいう。 

３ 報酬とは、法人と委任関係にある役員等の職務執行の対価として支払われるもの

である。 

 

（報酬額） 

第３条 役員の報酬は定款第２１条に定める金額で支給する。 

  ２ 評議員の報酬は定款第８条に定める金額で支給する。 

 

（報酬支払方法） 

第４条 前条各号に規定する報酬は現金をもってその都度、本人に支給する。ただし、本

人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むこともできる。 

 

（改正） 

第５条 本規定の改廃は、理事会の議決を経て評議員会で議決しなければならない。 

 

 

付 則 この規定は令和３年４月１日より適用する。 


